
調達要求番号：5SY11A60001

作　　　成 令和7年2月3日

変　　　更

作成部隊等名 宮古島駐屯地業務隊衛生科

1　総則
　1.1　適応範囲
　　 　この仕様書は、医療ガス供給装置の保守機能点検に適用する。

2　点検設備（別紙の通り）

　2.1　酸素ガス供給設備一式

　2.2　笑気ガス供給設備一式

　2.3　警報機装置設備一式

　2.4　吸引設備一式

　2.5　アウトレット設備一式

　2.6　圧縮空気設備一式

3　点検要領

　3.1　酸素ガス供給設備

　3.1.1　酸素ボンベから医務室内配管及びアウトレットまでの安全、漏洩及び作動に

　　　 関する点検

　3.1.2　本体及び配管等の外観点検

　3.2　笑気ガス供給設備

　3.2.1　笑気ボンベから医務室内配管及びアウトレットまでの安全、漏洩及び作動に

　　　 関する点検

　3.2.2　本体及び配管等の外観

　3.3　吸引設備

　3.3.1　吸引ポンプ及び吸引タンクから医務室内配管及びアウトレットまでの安全。

　　　 漏洩及び作動に関する点検

　3.3.2　本体及び外観点検

　3.4　警報装置設備一式

　3.4.1　酸素ガス警報装置に関する機能点検

　3.4.2　笑気ガス警報装置に関する機能点検

　3.5　アウトレット設備一式

　　　 アウトレットバルブ点検

4  実施時期（年２回）

　4.1　１回目：６ヶ月点検（３ヶ月及び６ヶ月点検項目）８月を基準

5  その他

　5.1　点検の結果、部品の交換及び修理を必要と認めた場合は、契約担当官と調整す

　　 る。

　5.2　点検終了後、速やかに点検結果を「医政発０９０６第３号医療ガスの安全管

　  　 理について」に基づき医療ガス設備保守点検報告書を提出するものとする。

6  履行期限

7  施行場所

   宮古島駐屯地医務室

物品番号 仕　様　書　番　号

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書

医療ガス設備保守点検

　 令和8年3月31日

　4.2　２回目：12ヶ月点検（３ヶ月・６ヶ月及び１２ヶ月点検項目）２月を基準


